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公立大学法人宮城大学個人情報の保護に関する規程 

平成２１年４月１日 

規 程 第 １ ４ 号 

（趣旨及び法人の責務）  

第１条  この規程は，公立大学法人宮城大学（以下「法人」という。）が保有する

個人情報の保護について，個人情報保護条例（平成８年宮城県条例第 27 号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

２  法人は，公立大学法人としての公共性を自覚し，条例の目的を達成するため，

個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。  

 

（定義及び収集）  

第２条  この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると

ころによる。  

一  個人情報  条例第２条第１号により規定される情報  

二  要配慮個人情報  条例第２条第２号により規定される情報が含まれる個人  

情報  

２  法人は，個人情報の収集に際しては，条例第７条の規定に基づき収集しなけれ

ばならない。  

 

（個人情報窓口）  

第３条  個人情報の開示請求（条例第 25 条の規定による開示請求等の特例（以下

「簡易開示」という。）を除く。），訂正請求又は利用停止請求の受付その他の個

人情報の保護に関する事務を行うための窓口は，法人事務局総務課（以下「総

務課」という。）とする。  

 

（情報開示室）  

第４条 法人が保有する個人情報に係る開示決定等，訂正決定等及び利用停止決定

等並びに法人に対する審査請求に係る裁決に当たっては，公立大学法人宮城大学

情報公開規程（平成２１年宮城大学規程第１３号）第４条の規定により設置され

た公立大学法人宮城大学情報開示室（以下「情報開示室」という。）において審議

するものとする。  

 

（個人情報取扱事務登録簿）  

第５条  法人が，個人情報取扱事務に関して，条例の規定に基づき作成する登

録簿は，個人情報取扱事務登録簿 (様式第１号 )とする。  

 

（個人情報開示請求書）  

第６条  条例の規定に基づく個人情報の開示請求は，個人情報開示請求書 (様式第

２号 )によるものとする。  

 

（本人等であることの確認に必要な書類 ) 
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第７条  開示請求に係る個人情報の本人等であることの証明に必要な書類として

法人が指定するものは，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当該各号に定め

る書類とする (個人情報の訂正請求及び利用停止請求において準用する場合を含む)。 

一  本人が請求をし，又は開示を受ける場合  個人番号カード，運転免許証，

旅券その他これらに類する書類として理事長が認めるもの  

二  本人に代わって法定代理人が請求をし，又は開示を受ける場合  当該法定

代理人に係る前号に定める書類及び未成年者に係る戸籍抄本，成年後見に係

る登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として理事長が認

めるもの  

三  本人の委任による代理人（以下「任意代理人」という。）が請求をし，又

は開示を受ける場合  当該任意代理人に係る第１号に定める書類及び本人の

押印した印鑑に係る印鑑登録証明書（開示を受ける場合を除く。）  

四  遺族が請求をし，又は開示を受ける場合  当該遺族に係る第１号に定める

書類及び戸籍謄本，除籍謄本その他遺族であることを証明する書類として理

事長が認めるもの  

 

（開示の原則等）  

第８条  法人は，その保有する個人情報について開示請求があったときは，条例第

18 条第１項各号に掲げる情報（以下「非開示情報」という。）のいずれかが含ま

れている場合を除き，開示請求をした者（以下「開示請求者」という。）に対し，

当該個人情報を開示しなければならない。  

２  法人は，開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であって

も，個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは，開示請求

者に対し，当該個人情報を開示することができる。  

３  非開示情報の判断に当たっては，法人が教育及び研究を主たる業務としている

ことを考慮しなければならない。  

４  開示請求に係る個人情報が，学群，基盤教育群，研究科，センター等の教育研

究組織又は教育研究支援組織に関係するものである場合には，情報開示室は，開

示決定等に先立ち，当該組織の意見を聴取するものとする。  

 

（開示請求に対する決定等）  

第９条  法人が保有する個人情報について開示請求があったときは，法人は，速やか

に情報開示室において当該情報に係る開示決定等を審議し，開示請求のあった日

から起算して 15 日以内に条例第 21 条第１項に規定する開示決定等を行うものと

する。  

２  理事会，学群，基盤教育群，研究科，センター，事務局等の組織は，情報開示

室から前項の審議に係る個人情報の提出を求められたときは，これに応じなけれ

ばならない。  

３  開示決定等をした旨の通知は，次の各号に掲げる決定の区分に応じ，当該各号

に定める通知書によるものとする。  

一  個人情報の全部の開示の決定  個人情報開示決定通知書 (様式第３号 ) 

二  個人情報の一部の開示の決定  個人情報部分開示決定通知書 (様式第４号 ) 

三  個人情報を開示しない旨の決定  個人情報非開示決定通知書 (様式第５号 ) 
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四  条例第 20 条の規定により開示請求を拒否する旨の決定  個人情報の存否を

明らかにしない決定通知書 (様式第６号 ) 

五  個人情報を保有していない旨の決定  個人情報不存在決定通知書 (様式第７

号 ) 

４  やむを得ない理由により，開示決定等までの期間を延長する場合の通知は，

決定期間延長通知書 (様式第８号 )によるものとする。 

 

（事案を移送した旨の通知）  

第１０条  他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があ

り，当該他の実施機関と協議の上で事案を移送する場合において，法人が開示

請求者に対し行う通知は，事案移送通知書 (様式第９号 )によるものとする。  

 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）  

第１１条  開示請求に係る個人情報に，法人及び開示請求者以外の第三者に関す

る情報が記録されている場合において，当該第三者に意見書を提出する機会を

与えるため，条例第 23 条第１項及び第２項の規定に基づいて通知するときは，

個人情報の開示に係る意見照会書 (様式第 10 号 )によるものとする。  

２  条例第 23 条第１項及び第２項に規定する意見書は，個人情報の開示に係る意

見書 (様式第 11 号 )によるものとする。  

３  開示請求に係る個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した第

三者に対し，条例第 23 条第３項の規定に基づいて通知するときは，個人情報を

開示決定した旨の通知書 (様式第 12号)によるものとする。 

 

（個人情報の開示の方法等）  

第１２条  個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は，理

事長が指定する日時及び場所において，当該決定に係る個人情報の開示を受け

るものとする。  

２  前項の場合において，個人情報の記録された行政文書を閲覧し，又は視聴す

る者は，当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに，これを汚損し，若しくは破

損し，又は改ざんしてはならならない。  

３  理事長は，前項の規定に違反し，又は違反するおそれのある者に対し，当該

行政文書の閲覧又は視聴を中止させ，又は禁止することができる。  

 

（口頭により開示請求を行うことができる個人情報）  

第１３条  理事長は，口頭により開示請求を行うことができる個人情報を定めた

ときは，次に掲げる事項を告示するものとする。  

一  口頭により開示請求を行うことができる個人情報の項目  

二  口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所  

 

（費用負担）  

第１３条の２  開示請求をして文書，図画又は写真の写しの交付その他の物品の

供与を受ける者は，当該供与に要する費用を負担しなければならない。  

２  前項の費用については，理事長が別に定める。  

 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-4 

（個人情報の訂正請求）  

第１４条  法人が保有する個人情報の訂正請求は，個人情報訂正請求書 (様式第 13

号 )によるものとする。  

 

 （決定通知書等の提示）  

第１５条  訂正請求を行おうとする者は，個人情報開示決定通知書若しくは個人

情報部分開示決定通知書又は他の法令により交付を受けた個人情報が記録された

物の写しを提示しなければならない。  

 

（訂正の原則）  

第１６条  法人は，その保有する個人情報について訂正請求があり，当該個人情報

が事実と合致していないと認めるときは，当該個人情報の利用目的の達成に必要

な範囲内で，当該個人情報の訂正をしなければならない。  

２  前項の規定にかかわらず，法令に定めのあるとき，その他訂正しないことにつ

き正当な理由があるときは，訂正をしないことができる。  

 

（訂正請求に対する決定等）  

第１７条  法人が保有する個人情報について訂正請求があったときは，法人は，速や

かに情報開示室において当該情報に係る訂正決定等を審議し，訂正請求のあった

日から起算して 30 日以内に条例第 30 条第４項に規定する訂正決定等を行うもの

とする。  

２  理事会，学群，基盤教育群，研究科，センター，事務局等の組織は，情報開示

室から前項の審議に係る個人情報の提出を求められたときは，これに応じなけれ

ばならない。  

３  訂正決定等をした旨の通知は，次の各号に掲げる決定の区分に応じ，当該各

号に定める通知書によるものとする。  

一  訂正請求に係る個人情報の全部の訂正の決定  個人情報訂正決定通知書 (様

式第 14 号 ) 

二  訂正請求に係る個人情報の一部の訂正の決定  個人情報部分訂正決定通知

書 (様式第 15 号 ) 

三  個人情報を訂正しない旨の決定  個人情報非訂正決定通知書 (様式第 16 号 ) 

 

（訂正請求に係る事案の移送）  

第１８条  他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があ

り，当該他の実施機関と協議の上で事案を移送する場合において，法人が訂正

請求をした者に対し行う通知は，事案移送通知書 (様式第９号 )によるものとす

る。  

 

（個人情報の提供先への通知書）  

第１９条  訂正に係る個人情報を提供した者に対する通知は，個人情報訂正実施

通知書 (様式第 17 号 )によるものとする。  

 

（個人情報の利用停止請求）  



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-5 

第２０条  法人が保有する個人情報の利用停止請求は，個人情報利用停止請求書

(様式第 18 号 ) によるものとする。  

 

（準用）  

第２１条  第 15 条の規定は，利用停止請求を行おうとする者について準用する。  

 

（利用停止の原則）  

第２２条  法人は，その保有する個人情報について利用停止請求があり，当該利用

停止請求に理由があると認めるときは，法人における個人情報の適正な取扱いを

確保するために必要な限度で，当該利用停止請求に係る個人情報の利用の停止，

消去又は提供の停止（以下「利用停止」と総称する。）をしなければならない。  

２  前項の規定にかかわらず，当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上，当

該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは，

利用停止をしないことができる。  

 

（利用停止請求に対する決定等）  

第２３条  法人が保有する個人情報について利用停止請求があっときは，法人は，速

やかに情報開示室において当該情報に係る利用停止決定等を審議し，利用停止請

求のあった日から起算して 30 日以内に条例第 36 条第４項に規定する利用停止決

定等を行うものとする。  

２  理事会，学群，基盤教育群，研究科，センター，事務局等の組織は，情報開示

室から前項の審議に係る個人情報の提出を求められたときは，これに応じなけれ

ばならない。  

３  利用停止決定等をした旨の通知は，次の各号に掲げる決定の区分に応じ，当

該各号に定める通知書によるものとする。  

一  利用停止請求に係る個人情報の全部の利用停止の決定  個人情報利用停止

決定通知書 (様式第 19 号 ) 

二  利用停止請求に係る個人情報の一部の利用停止の決定  個人情報部分利用

停止決定通知書 (様式第 20 号 ) 

三  個人情報の利用停止をしない旨の決定  個人情報非利用停止決定通知書 (様

式第 21 号 ) 

 

（審査請求の取扱い）  

第２４条  法人が行った開示決定等，訂正決定等若しくは利用停止決定等又は法人

に対する開示請求，訂正請求，利用停止請求に係る不作為について不服がある者

は，法人に対して行政不服審査法 (昭和 37 年法律第 160 号 )による審査請求をす

ることができる。  

２  前項の審査請求に関する取扱いは，別に定める。  

 

（審査会への諮問等）  

第２５条  法人は，前条に規定する審査請求を受けた場合は，条例第 37 条第１項

各号のいずれかに該当する場合を除き，条例第 46 条に定める宮城県個人情報保

護審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければならない。  

２  前項の場合において，法人は，審査会に対し，審議に必要な資料を提出するも
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のとする。 

 

（諮問をした旨の通知）  

第２６条  法人が，条例第 38 条各号に掲げる者（以下「審査請求人等」とい

う。）に対し，前条の規定に基づく諮問をした旨を通知するときは，宮城県個

人情報保護審査会諮問通知書 (様式第 22 号 )によるものとする。  

 

（答申の尊重）  

第２７条  法人は，第 25 条第１項の規定による諮問に対する答申があったときは，

その答申を尊重し，情報開示室において，同項の審査請求についての審議を行う。 

２  室長は，前項の審議の結果を理事長に報告し，承認を得なければならない。  

３  法人は，審査請求に係る決定をしたときは，審査請求人等に対し通知しなけれ

ばならない。 

 

 （委任）  

第２８条  この規程に定めるもののほか，個人情報の保護に関する事務の取扱いに

関し必要な事項は，別に定める。  

 

附  則（H21.4.1 第 1回理事会） 

この規程は，平成２１年４月１日から施行する。  

 

附  則（H23.4.1 第 40回理事会） 

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。  

 

附  則（H27.3.25 第 94回理事会） 

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。  

 

附  則（H27.12.24 第 104回理事会） 

この規程は，平成２８年１月１日から施行する。  

 

附  則（H29.3.22 第 120回理事会） 

 （施行期日）  

１  この規程は，平成２９年４月１日から施行する。  

 

 （学部に係る経過措置）  

２  この規程の施行の日から学部に在籍する者が当該学部に在籍しなくなる日の

属する年度の末日までの間における改正後の公立大学法人宮城大学個人情報の

保護に関する規程第８条第４項，第９条第２項，第１７条第２項及び第２３条第

２項の規定の適用については，「学群」とあるのは，「学群，学部」と読み替える

ものとする。  

 

附  則（ H30.5.23 第 137 回理事会）  

この規程は，平成３０年５月２３日から施行し，改正後の公立大学法人宮城大学

個人情報の保護に関する規程の規定は，平成３０年４月１日から適用する。  
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様式第１号(第５条関係) 
個人情報取扱事務登録簿 

 

1 事務の区分 □大和キャンパス・太白キャンパス共通  □固有 

2 事務の名称   

3 登録簿作成課(室)所   

4 個人情報保有課(室)所   

5 開始年月日   

6 登録年月日   

7 最終変更年月日   

8 事務の目的   

9 事務の概要   

10 事務の対象者の範囲 

11 取り扱う個人情報の記録項目 

（(1)から(6)においては(7)に該当する記録項目を除く） 

対象者1 対象者2 対象者3 対象者4 対象者5 

          

(1) 基本的事項 

個人番号           

個人識別符号（個人番号を除く）      

識別番号（個人識別符号を除く）      

氏名等           

性別           

年齢，生年月日等           

住所，電話番号等           

本籍，国籍等           

その他           

(2) 家庭生活 

親族関係           

婚姻歴           

家庭状況           

その他           

(3) 心身の状況      

(4) 社会生活 

職業，職歴等           

学業，学歴等           

資格           

賞罰           

成績，評価等      

その他      

(5) 資産・収入等 

財産，収入等           

納税額           

公的扶助           

その他           

(6) その他(具体的な項目名を記入すること)      

 

 

 

 

 

(7) 要配慮個人情

報 

人種           

信条           

社会的身分           

病歴           

犯罪の履歴      

犯罪により害を被った事実      

心身の機能の障害があること      

健康診断等の結果      
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保健指導・診療・調剤が行われたこと      

刑事事件に関する手続が行われたこと      

少年の保護事件に関する手続が行われたこと      

12 収集先 

(1) 本人から収集          

(2) 刊行物・報道等           

(3) 他の実施機関           

(4) 県の機関(実施機関を除く)           

(5) 国及び他の地方公共団体      

(6) その他(収集先の名称を記入すること)      

13 本人以外から収集する条例上の根拠      

14 個人情報の利

用及び提供の状

況 

(1) 目的外の利用又は提供の有無           

(2) 目的外の利用又は提供の内容           

15 目的外の利用又は提供をする条例上の根拠      

16 外部提供をす

る場合の提供先 

(1) 他の実施機関          

(2) 県の機関(実施機関を除く)           

(3) 国及び他の地方公共団体           

(4) その他(経常的提供先の名称を記入する

こと) 
        

 

17 処理形態 
(1) 電子計算機処理の有無           

(2) オンライン結合の有無           

18 委託し，又は公の施設の管理を指定管理者に行わせることの有

無 
         

19 備考          
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様式第２号（第６条関係） 

（表面） 

個人情報開示請求書 

年  月  日 

 公立大学法人宮城大学理事長       殿 

 

請求者 住  所  

    氏  名 

  電話番号 （   ）   －     

（法人にあっては，主たる事務所の所在地，

名称及び代表者の氏名） 

 

 個人情報保護条例第17条第１項の規定により，次のとおり個人情報の開示を請求します。 

開示請求に係る

個人情報の内容 

（知りたい情報の内容を具体的に記入願います。） 

 

 

開 示 の 方 法 １ 閲覧・視聴  ２ 写しの交付・複製物の供与  ３ １及び２ 

請求者の区分 
本  人 ・ 法定代理人 ・ 任意代理人 ・ 遺  族 

（任意代理人については，特定個人情報の開示請求の場合に限る。） 

個人情報の本人

の状況等（法定

代理人，任意代

理人又は遺族に

よる請求の場

合） 

本人の状況（法定

代理人による請

求の場合） 

未成年者  ・  成年被後見人 

本人との関係 

（遺族による請

求の場合） 

配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と同

様の事情にあった者を含む。） ・ 子 ・ 父母 ・ 孫  

・ 祖父母 ・ 兄弟姉妹  

本 人 の 住 所  

本 人 の 氏 名  

本人の電話番号  

任意代理人からの請求の場合には，次の欄にも記入してください。 

私は，本件開示請求に係る権限を本件請求者（氏名：          ）に委任します。 

 

平成  年  月  日 

 

住 所 

氏 名             ㊞（実印を押印してください。） 

※ 次の欄には記入しないでください。 

請求者等確認  

担 当 課 
 

電話番号（    ）   －       内線      

個 人 情 報 の 

特 定 内 容 
 

備 考  
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（裏面） 

（注） １ 請求の際は，本人であることを証明する書類（個人番号カード，運転免許証，旅券，

健康保険の被保険者証等）の提出又は提示が必要です。 

２ 法定代理人又は遺族が請求する場合は，（注）１の書類のほか本人との関係を証明する

ために必要な書類（戸籍謄本等）の提出又は提示が必要です。 

３ 任意代理人が請求する場合は，（注）１の書類の提出又は提示が必要となるほか，開示

の請求をするときに本人の押印した印鑑に係る印鑑登録証明書の提出が必要です。 

４ 法人が請求する場合は，本人との関係を証明するために必要な書類及び法人の社員で

あることを証明する書類（身分証明書等）並びに社員にあっては，法人の委任状の提出

又は提示が必要です。 

    ５ 個人情報の本人が死者である場合は，「本人の住所」欄には死亡時の住所を，「本人の

氏名」欄には死者の氏名を記入してください。 

なお，この場合，「電話番号」欄の記入は不要です。 
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様式第３号（第９条関係） 

 

個人情報開示決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

               殿 

 

公立大学法人宮城大学理事長  

 

 

年  月  日付けで請求のあった個人情報の開示については，個人情報保護条例第21条第

１項の規定により，次のとおり開示することと決定しましたので通知します。 

 

開 示 請 求 に 係 る  

個 人 情 報 の 内 容  

 

 

 

個 人 情 報 の 

開 示 の 日 時 

                   午前 

年    月    日         時    分 

                   午後 

個 人 情 報 の 

開 示 の 場 所 

 

 

担 当 課 

 

 

電話番号（    ）   －      内線 

 

備       考 

 

 

（注） １ 指定された日時が都合の悪い場合は，あらかじめ担当課へ御連絡ください。 

    ２ 開示を受ける際は，この通知書を提示するとともに本人であることを証明できる書類

を提出し，又は提示してください。 

    ３ 法定代理人又は遺族が開示を受ける際は，（注）２の書類のほかその資格を証明する

書類を提出し，又は提示してください。 

    ４ 条例第24条第３項の規定により，この通知があった日から90日を経過すると開示を受

けることができなくなります。正当な理由によりこの期間内に開示を受けることができ

ない場合には，担当課へ御連絡ください。 

 

 
印 
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様式第４号（第９条関係） 

 

個人情報部分開示決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

               殿 

 

公立大学法人宮城大学理事長         

 

 

年  月  日付けで請求のあった個人情報の開示については，個人情報保護条例第21条第

１項の規定により，次のとおり一部を除いて開示することと決定したので通知します。 

開 示 請 求 に 係 る  

個 人 情 報 の 内 容  

 

 

個人情報の開示の日時 

                   午前 

年    月    日         時    分 

                   午後 

個人情報の開示の場所 
 

 

一部について個人情報 

を 開 示 し な い 理 由 

 

 個人情報保護条例第18条第１項第  号該当 

※ 上 記 の 理 由 が  

な く な る 期 日  
年   月   日 

担 当 課 
 

電話番号（    ）   －      内線 

備        考 
 

（教示） 

１ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審査請求をす

ることができなくなります。 

２ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（こ

の決定についての審査請求を行った場合は，当該審査請求に対する裁決があった日から６か月以内）に，公立

大学法人宮城大学を被告として，この決定の取消しの訴えを提起することができます。ただし，決定又は裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定の又は裁決の日の翌日から起算して

１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 
（注） １ 指定された日時が都合の悪い場合は，あらかじめ担当課へ御連絡ください。 

２ 開示を受ける際は，この通知書を提示するとともに本人であることを証明できる書類を提出し，又は提示してくださ 

い。 

３ 法定代理人又は遺族が開示を受ける際は，（注）２の書類のほかその資格を証明する書類を提出し，又は提示してく 

ださい。 

４ ※の欄は，一部について個人情報を開示しない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合に記入し 

てありますので，当該期日以降改めて請求してください。 

５ 条例第24条第３項の規定により，この通知があった日から90日を経過すると開示を受けることができなくなります。 

正当な理由によりこの期間内に開示を受けることができない場合には，担当課へ御連絡ください。 

  

 
印 
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様式第５号（第９条関係） 

 

個人情報非開示決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

               殿 

 

公立大学法人宮城大学理事長         

 

 

年  月  日付けで請求のあった個人情報の開示については，個人情報保護条例第21条第

１項の規定により，次のとおり開示しないことと決定したので通知します。 

開 示 請 求 に 係 る  

個 人 情 報 の 内 容  

 

 

個 人 情 報 を 開 示  

し な い 理 由  

 

 

 

個人情報保護条例第18条第１項第  号該当 

※ 上 記 の 理 由 が  

な く な る 期 日  
年   月   日 

 

担 当 課 

 

 

電話番号（    ）   －      内線 

 

備        考 

 

 

 

（教示） 

１ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審査請求をす

ることができなくなります。 

２ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（こ

の決定についての審査請求を行った場合は，当該審査請求に対する裁決 があった日から６か月以内）に，公

立大学法人宮城大学を被告として，この決定の取消しの訴えを提起することができます。ただし，決定又は裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定の又は裁決の日の翌日から起算し

て１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 
（注） ※の欄は，一部について個人情報を開示しない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合に記入してあ

りますので，当該期日以降改めて請求してください。 

 

 

 
印 
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様式第６号（第９条関係） 

 

個人情報の存否を明らかにしない決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

              殿 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長        

 

 

    年  月  日付けで開示請求のあった個人情報については，個人情報保護条例第21条第

１項の規定により，次のとおり個人情報の存否を明らかにしないで，開示請求を拒否することを決

定したので通知します。 

開 示 請 求 に 係 る 

個 人 情 報 の 内 容 
 

個人情報の存否を明

らかにしない理由 

個人情報保護条例第18条第１項第 号該当 
 

担 当 課 
 

電話番号（    ）  －      内線 

備 考  

（教示） 

１ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審査請求をす

ることができなくなります。 

２ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（こ

の決定についての審査請求を行った場合は，当該審査請求に対する裁決 があった日から６か月以内）に，公

立大学法人宮城大学を被告として，この決定の取消しの訴えを提起することができます。ただし，決定又は裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定の又は裁決の日の翌日から起算し

て１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 

  

 
印 
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様式第７号（第９条関係） 

 

個人情報不存在決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

               殿 

 

公立大学法人宮城大学理事長        

 

 

年  月  日付けで開示請求があった個人情報については，個人情報保護条例第21条第１

項の規定により，個人情報の不存在の決定をしたので通知します。 

開 示 請 求 に 係 る  

個 人 情 報 の 内 容  

 

 

個人情報が存在しない

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 

 

 

電話番号（    ）   －      内線 

 

備        考 

 

 

 

 

（教示） 

１ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審査請求をす

ることができなくなります。 

２ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（こ

の決定についての審査請求を行った場合は，当該審査請求に対する裁決 があった日から６か月以内）に，公

立大学法人宮城大学を被告として，この決定の取消しの訴えを提起することができます。ただし，決定又は裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定の又は裁決の日の翌日から起算し

て１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 

 

 
印 
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様式第８号（第９条関係） 

 

決定期間延長通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

               殿 

 

公立大学法人宮城大学理事長         

   

 

年  月  日付けで請求のあった個人情報の開示（訂正・利用停止）については，個人情

報保護条例第21条第４項（第30条第４項・第36条第４項）の規定により，次のとおり個人情報を開

示（訂正・利用停止）するかどうかの決定をする期間を延長したので通知します。 

 

 

開示（訂正・利用停止）

請求に係る個人情報の

内容 

 

 

個人情報保護条例第21

条第１項（第30条第１

項・第36条第１項）に規

定する決定期間 

  

年   月   日 から 

 

年   月   日 まで 

 

 

決定期間の延長期限 

 

 

年   月   日 まで 

 

延 長 の 理 由  

 

 

 

 

担 当 課 

 

 

電話番号（    ）   －      内線 

 

備        考 

 

 

 

 

 

 
印 
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様式第９号（第10条，第18条関係） 

 

事 案 移 送 通 知 書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

              殿 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長        

 

 

    年   月   日付けで請求のあった個人情報の開示（訂正）については，個人情報保

護条例22条第１項（第31条第１項）の規定により，次のとおり事案を移送したので通知します。 

移 送 す る 個 人 情 報 

の 内 容 
 

移送をした実施機関の 

担 当 課 

 

電話番号（    ）  －      内線 

移送を受けた実施機関  

移送を受けた実施機関の

担 当 課 

 

電話番号（    ）  －      内線 

移 送 を し た 日      年   月   日 

移 送 を し た 理 由 

 

備 考  

（注） 

本件開示請求（訂正請求）については，移送を受けた実施機関において開示決定等（訂正決定

等）をすることになります。 

 

 
印 
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様式第10号（第11条関係） 

 

個人情報の開示に係る意見照会書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

              殿 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長        

 

 

 個人情報保護条例第17条第１項により，貴殿（貴団体）の情報が含まれている個人情報の開示請

求がありました。 

 つきましては，個人情報保護条例第23条第１項（第２項）の規定により，貴殿（貴団体）の御意

見をお聴きしたいので，当該個人情報を開示することについて御意見がある場合は，同封した「個

人情報の開示に係る意見書」を  年  月  日までに提出されるようお願いします。 

個 人 情 報 の 内 容  

開示しようとする個人

情報に含まれる貴殿

（貴団体）に関する情

報 

 

意 見 書 の 提 出 先 

（ 担 当 課 ） 

 

電話番号（    ）   －      内線 

備 考  

（注） 

提出期限までに個人情報の開示に係る意見書の提出がない場合は，意見の聴取の手続を終結し，

個人情報の開示が行われる場合があります。 

 

 
印 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-19 

様式第11号（第11条関係） 

 

個人情報の開示に係る意見書 

 

年  月  日 

 

 

 公立大学法人宮城大学理事長          殿 

 

 

住 所 

氏 名 

 

（法人その他の団体にあっては，事務所又は

事業所の所在地，名称並びに代表者の氏名） 

意見照会年月日及び番号      年   月   日    第     号 

該当する番号を○で囲み，必要な事項を記入してください。 

１ 個人情報を開示されても支障がない。 

２ 個人情報を開示されると支障がある。 

 （個人情報の開示により支障がある部分） 

 

 

 

 

 

 

理由（２に該当する場合に記入してください。） 
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様式第12号（第11条関係） 

個人情報を開示決定した旨の通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

              殿 

 

公立大学法人宮城大学理事長        

 

 

 個人情報保護条例第23条第３項の規定により，次のとおり個人情報の開示をすることを決定した

ので通知します。 

開 示 決 定 し た 

個 人 情 報 の 内 容 
 

開示決定した個人情報

に含まれる貴殿（貴団

体 ） の 情 報 の 内 容 

 

開示を実施する年月日    年   月   日 

開 示 決 定 の 種 類 
   年   月   日付け   第    号 

開示（部分開示）決定 

開示を決定した理由 

 

担 当 課 
 

電話番号（    ）  －      内線 

備 考  

（教示） 

１ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審査請求をす

ることができなくなります。 

２ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（こ

の決定についての審査請求を行った場合は，当該審査請求に対する裁決 があった日から６か月以内）に，公

立大学法人宮城大学を被告として，この決定の取消しの訴えを提起することができます。ただし，決定又は裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定の又は裁決の日の翌日から起算し

て１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

３ 上記の「開示を実施する年月日」までに，行政不服審査法（平成26年法律第68号）又は行政事件訴訟法（昭

和37年法律第139号）の規定による開示処分の執行停止の申立てがない場合は，貴殿（貴団体）に関する情報

を開示することになりますので，承知願います。。 

 

 
印 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-21 

様式第13号（第14条関係） 

（表面） 

個人情報訂正請求書 
年  月  日 

 公立大学法人宮城大学理事長       殿 

 

請求者 住  所  

    氏  名 

  電話番号 （   ）   －     

（法人にあっては，主たる事務所の所在地， 

名称及び代表者の氏名） 

     年  月  日付けで開示決定があった個人情報について，個人情報保護条例第28条第 

１項の規定により，次のとおり訂正を請求します。 

開示を受けた年月日 年   月   日 

開 示 を 受 け た 

個人情報の内容  

 

訂正を求める箇所  

訂正を求める内容  

請 求 者 の 区 分 
本   人 ・ 法定代理人 ・ 任意代理人 ・ 遺   族 

（任意代理人については，特定個人情報の訂正請求の場合に限る。） 

個人情報の本人の

状況等（法定代理

人，任意代理人又は

遺族による請求の

場合） 

本人の状況（法

定代理人による

請求の場合） 

未成年者 ・ 成年被後見人 

本人との関係 

（遺族による請

求の場合） 

配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者を含む。）・ 子 ・ 父母 ・ 孫 

・ 祖父母 ・ 兄弟姉妹  

本 人 の 住 所  

本 人 の 氏 名  

本人の電話番号  

任意代理人からの請求の場合には，次の欄にも記入してください。 

私は，本件訂正請求に係る権限を本件請求者（氏名：          ）に委任します。 

 

平成  年  月  日 

住 所 

 

氏 名            ㊞（実印を押印してください。） 

※ 次の欄には記入しないでください。 

請 求 者 等 確 認  

担 当 課 
 

電話番号（    ）   －       内線 

備 考  
 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-22 

 

（裏面） 

（注） １ 請求の際は，本人であることを証明する書類（個人番号カード，運転免許証，旅券，

健康保険の被保険者証等）の提出又は提示が必要です。 

２ 法定代理人又は遺族が請求する場合は，（注）１の書類のほか本人との関係を証明する

ために必要な書類（戸籍謄本等）の提出又は提示が必要です。 

３ 任意代理人が請求する場合は，（注）１の書類の提出又は提示が必要となるほか，訂正

を請求するときに本人の押印した印鑑に係る印鑑登録証明書の提出が必要です。 

４ 法人が請求する場合は，本人との関係を証明するために必要な書類及び法人の社員で

あることを証明する書類（身分証明書等）並びに社員にあっては，法人の委任状の提出

又は提示が必要です。 

５ 個人情報の本人が死者である場合は，「本人の住所」欄には死亡時の住所を，「本人の

氏名」欄には死者の氏名を記入してください。 

なお，この場合，「電話番号」欄の記入は不要です。 

  



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-23 

 

様式第14号（第17条関係） 

 

個人情報訂正決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

               殿 

 

公立大学法人宮城大学理事長         

 

 

年  月  日付けで請求のあった個人情報の訂正については，個人情報保護条例第30条第

１項の規定により，次のとおり訂正することと決定しましたので通知します。 

 

 

訂 正 請 求 に 係 る  

個 人 情 報 の 内 容  

 

 

 

 

 

 

 

訂 正 の 内 容 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

訂 正 年 月 日 

 

年   月   日 

 

担 当 課 

 

 

電話番号（    ）   －      内線 

 

備       考 

 

 

 

 

 

  

 
印 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-24 

様式第15号（第17条関係） 

 

個人情報部分訂正決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

 

               殿 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長         

 

 

年  月  日付けで請求のあった個人情報の訂正については，個人情報保護条例第30条第

１項の規定により，次のとおり一部を除いて訂正することと決定したので通知します。 

 

訂 正 請 求 に 係 る  

個 人 情 報 の 内 容  

 

 

 

訂 正 の 内 容  

 

 

 

 

 

一 部 を 訂 正  

し な い 理 由  

 

 

 

訂 正 年 月 日  年   月   日 

担 当 課 

 

 

電話番号（    ）   －      内線 

 

備        考 

 

 

（教示） 

１ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審査請求をす

ることができなくなります。 

２ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（こ

の決定についての審査請求を行った場合は，当該審査請求に対する裁決 があった日から６か月以内）に，公

立大学法人宮城大学を被告として，この決定の取消しの訴えを提起することができます。ただし，決定又は裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定の又は裁決の日の翌日から起算し

て１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

  

 
印 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-25 

様式第16号（第17条関係） 

 

個人情報非訂正決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

               殿 

 

公立大学法人宮城大学理事長         

 

 

年  月  日付けで請求のあった個人情報の訂正については，個人情報保護条例第30条

第１項の規定により，次のとおり個人情報を訂正しないことと決定したので通知します。 

訂 正 請 求 に 係 る  

個 人 情 報 の 内 容  

 

 

 

 

 

 

個 人 情 報 を 訂 正  

し な い 理 由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 

 

 

電話番号（    ）   －      内線 

備        考 

 

 

 

 

 

（教示） 

１ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審査請求をす

ることができなくなります。 

２ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（こ

の決定についての審査請求を行った場合は，当該審査請求に対する裁決 があった日から６か月以内）に，公

立大学法人宮城大学を被告として，この決定の取消しの訴えを提起することができます。ただし，決定又は裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定の又は裁決の日の翌日から起算し

て１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 

 

 
印 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-26 

様式第17号（第19条関係） 

個人情報訂正実施通知書 

第     号 

年  月  日 

 

 

              殿 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長       

 

 

   年  月  日付けで提供した個人情報について，次のとおり訂正したので，個人情報保護

条例第32条の規定により通知します。 

ついては，必要に応じ貴殿（貴団体・貴職）が保有している個人情報も訂正願います。 

提 供 し た 個 人  

情 報 の 内 容 
 

訂 正 の 内 容 

 

訂 正 年 月 日     年   月   日 

担 当 課 
 

電話番号（    ）  －      内線 

 

備 考 

 

 

 

 
印 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-27 

様式第18号（第20条関係） 

（表面） 

個人情報利用停止請求書 
年  月  日 

公立大学法人宮城大学理事長       殿 

請求者 住  所  

氏  名 

電話番号 （   ）   －     

（法人にあっては，主たる事務所の所在地， 

名称及び代表者の氏名） 

    年  月  日付けで開示決定があった個人情報について，個人情報保護条例第34条第１

項の規定により，次のとおり利用停止を請求します。 

開示を受けた年月日 年   月   日 

開 示 を 受 け た 

個人情報の内容  

 

利 用 停 止 請 求 

の 内 容 

利用の停止  ・  消   去  ・  提供の停止 

 

利 用 停 止 請 求 

の 理 由 
 

請 求 者 の 区 分 
本   人 ・ 法定代理人 ・ 任意代理人 ・ 遺   族 

（任意代理人については，特定個人情報の利用停止請求の場合に限る。） 

個人情報の本人

の状況等（法定  

代理人，任意代理

人又は遺族による

請求の場合） 

本人の状況（法定

代理人による請

求の場合） 

未成年者 ・ 成年被後見人 

本人との関係 

（遺族による請

求の場合） 

配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者を含む。） ・ 子 ・ 父母  ・ 

孫 ・ 祖父母 ・ 兄弟姉妹 

本 人 の 住 所  

本 人 の 氏 名  

本人の電話番号  

任意代理人からの請求の場合には，次の欄にも記入してください。 

私は，本件利用停止請求者に係る権限を本件請求者（氏名：        ）に委任します。 
 
平成  年  月  日 
 

住 所 

 

氏 名               ㊞（実印を押印してください。） 

※ 次の欄には，記入しないでください。 

請求者等確認  

担当課 
 

電話番号（    ）   －       内線 

備考  
 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-28 

 

（裏面） 

（注） １ 請求の際は，本人であることを証明する書類（個人番号カード，運転免許証，旅券，

健康保険の被保険者証等）の提出又は提示が必要です。 

２ 法定代理人又は遺族が請求する場合は，（注）１の書類のほか本人との関係を証明する 

ために必要な書類（戸籍謄本等）の提出又は提示が必要です。 

３ 任意代理人が請求する場合は，（注）１の書類の提出又は提示が必要となるほか，利用

停止を請求するときに本人の押印した印鑑に係る印鑑登録証明書の提出が必要です。 

４ 法人が請求する場合は，本人との関係を証明するために必要な書類及び法人の社員で

あることを証明する書類（身分証明書等）並びに社員にあっては，法人の委任状の提出

又は提示が必要です。 

５ 個人情報の本人が死者である場合は，「本人の住所」欄には死亡時の住所を，「本人の

氏名」欄には死者の氏名を記入してください。 

なお，この場合，「電話番号」欄の記入は不要です。 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-29 

様式第19号（第23条関係） 

 

個人情報利用停止決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

               殿 

 

公立大学法人宮城大学理事長         

 

 

年  月  日付けで請求のあった個人情報の利用停止については，個人情報保護条例第36

条第１項の規定により，次のとおり利用を停止（消去・提供を停止）することと決定したので通知

します。 

 

利用停止請求に係る

個 人 情 報 の 内 容  

 

 

 

 

 

 

利 用 停 止 の 内 容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利 用 停 止 年 月 日  

 

年   月   日 

 

担 当 課 

 

 

 

電話番号（    ）   －      内線 

 

 

備       考 

 

 

 

 

 
印 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-30 

様式第20号（第23条関係） 

 

個人情報部分利用停止決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

               殿 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長         

 

 

年  月  日付けで請求のあった個人情報の利用停止については，個人情報保護条例第36

条第１項の規定により，次のとおり一部を除いて利用を停止（消去・提供を停止）することと決定

したので通知します。 

 

利用停止請求に係る 

個 人 情 報 の 内 容  

 

 

 

利 用 停 止 の 内 容  

 

 

 

 

一 部 を 利 用 停 止  

し な い 理 由  

 

 

利 用 停 止 年 月 日  年   月   日 

 

担 当 課 

 

 

 

電話番号（    ）   －      内線 

 

備        考 

 

 

（教示） 

１ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審査請求をす

ることができなくなります。 

２ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（こ

の決定についての審査請求を行った場合は，当該審査請求に対する裁決 があった日から６か月以内）に，公

立大学法人宮城大学を被告として，この決定の取消しの訴えを提起することができます。ただし，決定又は裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定の又は裁決の日の翌日から起算し

て１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

  

 
印 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-31 

 

様式第21号（第23条関係） 

 

個人情報非利用停止決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

               殿 

 

公立大学法人宮城大学理事長         

 

 

   年  月  日付けで請求のあった個人情報の利用停止については，個人情報保護条例第

36条第１項の規定により，次のとおり個人情報の利用を停止（消去・提供を停止）しないことと決

定したので通知します。 

 

利用停止請求に係る 

個 人 情 報 の 内 容  

 

 

 

 

 

個人情報を利用停止 

し な い 理 由  

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 

 

 

電話番号（    ）   －      内線 

 

備        考 

 

 

 

 

（教示） 

１ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審査請求をす

ることができなくなります。 

２ この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（こ

の決定についての審査請求を行った場合は，当該審査請求に対する裁決 があった日から６か月以内）に，公

立大学法人宮城大学を被告として，この決定の取消しの訴えを提起することができます。ただし，決定又は裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定の又は裁決の日の翌日から起算し

て１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 

 
印 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-32 

様式第22号（第26条関係） 

宮城県個人情報保護審査会諮問通知書 

第     号 

年  月  日 

 

 

              殿 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長        

 

 

 次の審査請求については，個人情報保護条例第38条の規定により，宮城県個人情報保護審査会に

諮問したので通知します。 

 

審 査 請 求 年 月 日     年   月   日 

 

 

 

審査請求の対象となっ

た決定 

 

 

 

 

    年   月   日       第    号 

（決定の内容） 

諮 問 を し た 年 月 日     年   月   日 

担 当 課 
 

電話番号（    ）  －      内線 

 

備 考 

 

 

 

 

  

 
印 



第 1編組織運営 個人情報の保護に関する規程 

1150-33 

（参考） 

行政文書の写し等供与に要する費用負担の取り扱いについて 

 

 

公立大学法人宮城大学情報公開規程（規程第 13号）第８条の２第２項及び公立大学法人宮城大学

個人情報保護に関する規程（規程第 14 号）第１３条の２第２項の規定により，開示請求をして文

書，図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与（以下「供与物品」という。）を受ける者が負担

しなければならない費用は次のように定め，平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

１ 供与物品に対して負担しなければならない費用 

(1) 紙を供与する場合は，日本工業規格Ａ列３番を最大とし，白黒コピー１枚につき 10円（両面

コピーの場合は 20円），カラーコピー1枚につき 30円（両面コピーの場合は 60円）とする。

ただし，請求者本人（入学者選抜手数料を納付済みの者に限る。）に係る入学者選抜試験の成

績の写しについては，白黒コピー１枚に限り負担を要しないものとする。 

(2) 紙以外のものを供与する場合は，供与物品の作成に要する実費とし，その金額に 10円未満の

端数があるときは，その端数を 10円に切り上げるものとする。 

 

２ 供与物品の作成 

(1) 供与物品の作成は，職員が法人の機器及び物品で行うものとする。 

(2) 供与物品は，原則として行政文書等の原本と同じ記録媒体で複写するものとする。ただし，

請求者が希望する場合で，複写作業等で支障を及ぼさないときは，ほかの方法で行うことが

できる。 

 

３ 費用の納入方法 

供与物品に対して負担しなければならない費用は，その供与物品と引き換えに，請求者が現

金により納付しなければならない。 

 

４ その他 

(1) 行政文書の写し等供与に要する費用負担の取り扱いについて，１から３までによることがで

きない特別の事情があるときは，「行政文書の写しに対して負担しなければならない費用」

（平成 15年宮城県告示第 311号）を参考に，その都度，理事長が定める。 

 

 


